
平成29年10月16日　公告

十八条下水処理場沈砂池設備工事(その4)

設計図書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

　　正誤表

訂正箇所 誤 正
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第78条  コンクリート構造物補修工 

  受注者は、躯体補修工について、以下の■印の事項に基づき施工しなければならない。 
1 数量 
■ 躯体補修工は以下の数量を見込んでいる。 

2 特記事項 
■  事前調査工 
(1)受注者は、劣化部除去工による必要除去厚の確認を行うため、劣化部除去前に下記内容に基づ

き、監督職員立会のうえ引張試験を行うとともに、防食工の施工予定箇所全体について、防食

マニュアルに基づく詳細調査を行うものとする。 
施 設 名 試験対象部位 試験箇所 備考 

沈砂池 
天井部 1 

1箇所当りの試験数は 3点 
壁部 4 

(2)受注者は、上記内容を示した事前調査報告書を提出し、必要除去厚さについて監督職員と協議

のうえ決定しなければならない。 
■ 劣化部除去工 
(1) 超高圧水処理で使用する用水については、受注者にて確保しなければならない。 
(2) 施工予定箇所について、防食マニュアルに基づく詳細調査(現地調査)を行い、その結果を監督職員
に報告するものとする。なお、受注者は施設状況等に応じた試験箇所や頻度について提案を行うも

のとし、劣化部の除去範囲並びに除去厚については監督職員立会・協議の上、決定するものとする。 

(3) 受注者は、劣化部除去工に先立ち、劣化部除去厚並びに断面修復厚が確認できるよう厚さ計測用の
ピンを設置する等、所要の処置を行わなければならない。また、厚さの計測については、事前調査工

と同様とする。劣化部除去厚は本工事数量の断面修復厚程度としているが事前調査工の結果より大

幅に変更となる場合には、修復方法も含め、監督職員と協議を行うこと。 
(4) 劣化部除去工で生じた泥水は固液分離し、上澄水は監督職員の指示に基づき場内に排水し、沈殿
物は産業廃棄物(無筋コンクリート殻)として適切に処理を行うものとする。 

(5) 劣化部除去後、監督職員の立会のもと、防食マニュアルに基づき既設躯体の調査を実施するもものと

工   種 規   格 単位 数量 
劣化部除去工  式 1 
 劣化部除去  式 1 
   劣化部除去工  ｍ2 483.3 
殻運搬処理  式 1 

    殻運搬処理   m3 2 
断面修復工  式 1 
 断面修復工  式 1 
  断面修復 天井部 厚さ 10㎜以上 20mm未満(規模 300m2

以上 1,500m2未満) ｍ2 441.3 

  断面修復 壁部 厚さ 10 ㎜以上 20mm 未満(規模 300m2
以上 1,500m2未満) ｍ2 42.0 

防食工  式 1 
 防食塗装工  式 1 
防食被覆工法(塗布型ライニング) C種 天井部 300m2以上 (素地調整含む) ｍ2 80.2 
防食被覆工法(塗布型ライニング) C種 壁部 300m2以上 (素地調整含む) ｍ2 571.0 
足場  式 1 
 足場工 手摺先行型足場 掛ｍ2 348.2 

i9454608
長方形

i9454608
長方形



（正） 

 47

第78条  コンクリート構造物補修工 

  受注者は、躯体補修工について、以下の■印の事項に基づき施工しなければならない。 
1 数量 
■ 躯体補修工は以下の数量を見込んでいる。 

2 特記事項 
■  事前調査工 
(1)受注者は、劣化部除去工による必要除去厚の確認を行うため、劣化部除去前に下記内容に基づ

き、監督職員立会のうえ引張試験を行うとともに、防食工の施工予定箇所全体について、防食

マニュアルに基づく詳細調査を行うものとする。 
施 設 名 試験対象部位 試験箇所 備考 

沈砂池 
天井部 1 

1箇所当りの試験数は 3点 
壁部 4 

(2)受注者は、上記内容を示した事前調査報告書を提出し、必要除去厚さについて監督職員と協議

のうえ決定しなければならない。 
■ 劣化部除去工 
(1) 超高圧水処理で使用する用水については、受注者にて確保しなければならない。 
(2) 施工予定箇所について、防食マニュアルに基づく詳細調査(現地調査)を行い、その結果を監督職員
に報告するものとする。なお、受注者は施設状況等に応じた試験箇所や頻度について提案を行うも

のとし、劣化部の除去範囲並びに除去厚については監督職員立会・協議の上、決定するものとする。 

(3) 受注者は、劣化部除去工に先立ち、劣化部除去厚並びに断面修復厚が確認できるよう厚さ計測用の
ピンを設置する等、所要の処置を行わなければならない。また、厚さの計測については、事前調査工

と同様とする。劣化部除去厚は本工事数量の断面修復厚程度としているが事前調査工の結果より大

幅に変更となる場合には、修復方法も含め、監督職員と協議を行うこと。 
(4) 劣化部除去工で生じた泥水は固液分離し、上澄水は監督職員の指示に基づき場内に排水し、沈殿
物は産業廃棄物(無筋コンクリート殻)として適切に処理を行うものとする。 

(5) 劣化部除去後、監督職員の立会のもと、防食マニュアルに基づき既設躯体の調査を実施するもものと

工   種 規   格 単位 数量 
劣化部除去工  式 1 
 劣化部除去  式 1 
   劣化部除去工  ｍ2 483.3 
殻運搬処理  式 1 

    殻運搬処理   m3 2 
断面修復工  式 1 
 断面修復工  式 1 
  断面修復 壁部 厚さ 10㎜以上 20mm未満(規模 300m2以

上 1,500m2未満) ｍ2 441.3 

  断面修復 天井部 厚さ 10㎜以上20mm未満(規模300m2
以上 1,500m2未満) ｍ2 42.0 

防食工  式 1 
 防食塗装工  式 1 
防食被覆工法(塗布型ライニング) C種 天井部 300m2以上 (素地調整含む) ｍ2 80.2 
防食被覆工法(塗布型ライニング) C種 壁部 300m2以上 (素地調整含む) ｍ2 571.0 
足場  式 1 
 足場工 手摺先行型足場 掛ｍ2 348.2 

i9454608
長方形

i9454608
長方形


